
・
当
市
は
大
半
が

DI
Dで

あ
る
こ
と
か
ら
許
可
等
な
し
で
は
飛
行
で
き
な
い
。

・
一
部

DI
D外

が
あ
る
が
、
訓
練
用

に
使
用
で
き
る
市
の
施
設
（
⑤
、
野
球
場

）
は
、
郊
外
で
あ
る
こ

と
（
往
復
約
１
時
間
）
、
一
般
利
用
者
が
優
先
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
頻
繁
に
訓

練
を
行
え
な
い
。

・
DI

Dで
飛
行
訓
練
を
行
え
る
①
～
④
の
施
設
は
、
四
方
及
び
上
部
に
ネ
ッ
ト
を
敷
設
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。 国

土
交

通
省

国
土

地
理

院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
人

口
集

中
地

区
（

DI
D）

平
成

２
７
年

」
引
用

１

２

３

５

①
消
防
局
訓
練
場

②
鳩
ヶ
谷

分
署

訓
練

場

③
北
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

④
西
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
河

川
敷

）

４

→
許
可
等
取
得
し
て
い
な
い
者
の
屋
外

で
の

飛
行
場

所
が
な
い
（問

題
点

①
）

具
体

的
な
支

障
事

例
（問

題
①

）

113



⑤
安
行
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（

DI
D外

）等
で
訓
練

１
０
時
間
の
飛
行
経
験
に
要
し
た
期
間

平
成
２
８
年
度
：
６
ヶ
月
、
平
成
２
９
年
度
：
１
０
ヶ
月

要
因

・
通
常
業
務
と
平
行
し
て
訓
練
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

問
題

点
②

無
人

航
空

機
の

操
縦

を
専

門
で
行

な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の

で
、
１
０
時

間
の
飛

行
経

験
を
積

む
の

に
時

間
が

か
か
る
。

→
操
縦

者
の

確
保

が
で
き
な
く
な
る
。

許
可

・
承

認
の

実
績

具
体
的
な
支
障
事
例
（問

題
②
）
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市
の
大
半
が

DI
Dで

あ
る
市
町
村
等
で
は
、
許
可

等
を
受
け
て
い
な
い
者

の
屋

外
で
の
飛
行

経
験
が
積
み
に
く
い
。

ま
と
め
と
考

察

１
０
時
間
飛
行

経
験
を
積

ん
だ
後
に
許
可
等
を
得

て
、
さ
ら
に
屋

外
で
の

飛
行

経
験
を
積
む
必
要
が
あ
り
、
通
常
業
務

と
同
時

に
行
う
と
時
間

が
か

か
る
。

DI
Dで

も
屋
外
環
境
下
で
訓
練
が
で

き
る
環
境
の
整
備
が
必
要

許
可
・
承
認
に
必
要

な
時

間
の

見
直
し
が
必
要

DI
Dで

も
飛
行
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
な
措
置
（
ロ
ー
プ
等
を
付
け
る
・
四
面

を
ネ
ッ
ト
で
囲
み
、
ネ
ッ
ト
よ
り
高
い
高
度
を

飛
行

し
な
い
よ
う
に
機
械
制
御
す
る
等
）
を

行
い
、
か
つ
十

分
な
飛
行
経
験
を
有
す
る
も

の
が

、
各
種
監
視
の
た
め
立
ち
会

い
す
れ

ば
、
許
可
等
を
不
要
と
す
る
（
航
空

法
除
外

と
す
る
）
。

一
定

条
件

（
目

視
内

で
の
飛
行
の
み
、

自
動

操
縦
を
行
わ

な
い
等
）
を
設
け
て
、

許
可

・
承

認
の

要
件

と
な
る
飛
行
経
験

時
間

の
実

績
を
短

く
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

提
案

①
提

案
②

115



ま
と
め
と
考

察

操
縦
者

の
技
術
向
上
に
よ
り
、
よ
り
有
効
な
活
動
が

で
き
る
よ
う
に
な
る

と
と
も
に
、
多

く
の

隊
員
が
実

災
害

に
近
い
環

境
下

で
の

訓
練

を
積

め
る
こ
と
で
、
災

害
時
で
の
飛
行
の
補
助
や

安
全
管

理
を
行

な
え
て
、
安

全
性
の

向
上
に
繋
が
る
。

許
可
等
な
く
飛

行
訓

練
が
行

え
る
こ

と
に
よ
り
、
実
災

害
に
近
い
環
境

下
で

多
く
の
飛
行

経
験

が
積
め
、
操

縦
能
力

の
向
上
が
期

待
で
き
る
と
と
も
に
、
安

全
性
の
向
上

に
繋

が
る
。

提
案

①
に
よ
る
効

果

早
期

の
操

縦
者

の
確
保
が

で
き
る
こ

と
で
、
各

隊
員

の
負

担
減
に
な
る
と
と

も
に
、
安

全
管

理
体
制
の
充
実
に
繋

が
る
。

提
案

②
に
よ
る
効

果
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当
局
の
今
後
の
展
望

災
害

現
場

で
よ
り
効

率
的
な
運

用
を
行

う
た
め
、

新
た
に
無
人

航
空

機
を
購

入
し
、
現

場
の

隊
員
が

運
用
を
行
う
。

※
現
在
は
、
日
勤
者
（
平
日
８
：
３
０
～
１
７
：
１
５
）
で
運
用
し
て
い
る

→
土
・
日
曜

日
、
時
間
外
で
の
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
。

現
場
の

隔
日

勤
務

の
隊

員
３
２
人
（
１
６
人

×
２
当
番

）の
養
成
を
行
う
。

「
積
極

的
に
無

人
航

空
機

を
活
用

し
情

報
収

集
を
行
う
」

態
勢

の
整

備
（
川

口
市

地
域

防
災

計
画
）

国
の
施
策

（
国
土
強
靭
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

20
18

な
ど
）
と
合
致

○
適
切
な
災
害
関
連
情
報
の
収
集
・
提
供
を
行
う
た
め
、
災
害
対
策
用
ド
ロ
ー
ン
や
官
民
の
自
動

車
プ
ロ
ー
ブ
情
報
等
の
活
用
に
よ
る
多
様
な
情
報
収
集
・
提
供
手
段
の
確
保
に
向
け
た
取
組
を

推
進
す
る
。
（
国
土
強
靭
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

20
18

 抜
粋
）
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ヒ
ア
リ
ン
グ
項
目
：

「
借
上
型
仮
設
住
宅
の
家
賃
を
、
原
則
と
し
て
入
居
者
が
一
部
負
担
す
る
制
度
へ
見
直
し
」

災
害
救
助
法
に
基
づ
く

借
上
型
応
急
仮
設
住
宅
の

供
与
に
関
す
る
見
直
し

○
原
則
と
し
て
入
居
者
が
家
賃
を
一
部
負
担
す
る
制
度
へ
見
直
し

○
三
者
契
約
に
よ
る
転
貸
形
式
の
見
直
し

平
成
３
０
年
７
月
11
日
（
水
）

熊
本
県
熊
本
市
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応
急
仮
設
住
宅
と
は

■
災
害
救
助
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
11
8号
）
第
４
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
災
害
時

の
被
災
者
救
助
の
た
め
、
住
家
が
全
壊
・
全
焼
・
流
失
し
、
居
住
す
る
住
家
が
な

い
者
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
収
容

す
る
も
の
（
災
害
救
助
法
告
示
「
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
」
第
１
章
第
２
条
第
２
項
）
と
し
て
被
災
者
へ
供

与
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

■
応
急
仮
設
住
宅
に
は
、
災
害
発
生
後
に
緊
急
に
建
設
し
て
供
与
す
る
「
建
設
型
仮

設
住
宅
」
と
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
り
上
げ
て
供
与
す
る
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
が

あ
る
。

■
仮
設
住
宅
の
供
与
期
間
は
、
原
則
２
年
と
さ
れ
、
借
上
型
仮
設
住
宅
の
場
合
、
供

与
期
間
中
は
、
入
居
者
の
家
賃
を
す
べ
て
行
政
が
負
担
（
光
熱
料
費
等
を
除
く
）

し
て
い
る
。
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熊
本
地
震
に
お
け
る
『
借
上
型
』
の
課
題

①
借
上
型
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
扱
え
る
住
戸
の
枯
渇

②
入
居
者
の
自
主
的
な
再
建
が
進
ま
な
い
。

③
三
者
契
約
に
よ
る
行
政
の
責
任
、
業
務
負
担
が
大
き
い
。

○
原
則
と
し
て
入
居
者
が
家
賃
を
一
部
負
担
す
る
制
度
へ
見
直
し

○
三
者
契
約
に
よ
る
転
貸
形
式
の
見
直
し

＜
提
案
の
概
要
＞

120



仮
設
住
宅
等
の
提
供
状
況

提
供
戸
数

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

借
上
型

応
急
仮
設
住
宅

10
,4
98
戸
・
希
望
に
合
っ
た
物
件
を
選
択
可

・
空
室
が
あ
れ
ば
早
期
提
供
可

・
物
件
が
無
い
場
合
は
選
択
肢

が
少
な
い

・
自
力
で
探
す
必
要
が
あ
る

建
設
型

応
急
仮
設
住
宅

54
1戸

・
地
域
性
に
配
慮
し
て
整
備
可

・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
可
・
整
備
に
時
間
が
か
か
る

・
数
が
限
ら
れ
る

公
営
住
宅
の

一
時
使
用

約
50

0戸
・
一
般
入
居
に
移
行
可

（
そ
の
ま
ま
再
建
が
可
能
）

・
空
室
が
あ
れ
ば
早
期
提
供
可

・
要
援
護
者
へ
の
個
別
提
供
可

・
比
較
的
古
い
物
件
が
多
い

仮
設
住
宅
と
比
べ
、
公
営
住
宅
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
く
、
優
先
的
な
活
用
が
望
ま
し
い
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①
借
上
型
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て

扱
え
る
住
戸
の
枯
渇

0%
5%

10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

3万
円

未
満

3万
円

超
4万

円
以

下

4万
円

超
5万

円
以

下

5万
円

超
6万

円
以

下

6万
円

超
7万

円
以

下

7万
円

超
8万

円
以

下

8万
円

超

家
賃
上
限
額
6
万
円

40
％
基
本
的
に
利
用
不
可

◇
熊
本
市
内
の
賃
貸
住
宅
家
賃
状
況

空
き
住
戸
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
利
用
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
た

空
き
住
戸
を
活
用
す
る
制
度
設
計
が
必
要

平
均
家
賃
約
5
.5
万
円

を
元
に
設
定

・
足
が
不
自
由
な
被
災
者
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
無
い
ア
パ
ー
ト
の
2
階
に
入
居
し
た

・
公
共
交
通
機
関
の
み
が
移
動
手
段
で
あ
る
高
齢
者
が
、
移
動
可
能
範
囲
に
公
共
交
通

機
関
が
無
い
物
件
に
入
居
し
た

・
児
童
、
生
徒
が
転
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
等

◇
支
障
事
例
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②
入
居
者
の
自
主
的
な
再
建
が
進
ま
な
い

一
旦
、
二
者
契
約
を
締
結
済
み

だ
が
、
期
間
を
遡
っ
て

借
上
型
を
契
約

（
申
請
の
半
数
程
度
が
該
当
）

家 賃 負 担 な し

避
難
所
や
被
災
場
所
で

生
活
し
つ
つ
、
借
上
型
を
契
約

借
上
型
応
急
仮
設
住
宅

恒
久
的
な
住
ま
い

仮
設
住
宅
入
居
前

家 賃 全 額 負 担

自
主
的
な

再
建
が

進
ま
な
い

熊
本
地
震
で
は
「
低
家
賃
の
別
物
件
に
移
転
し
た
い
が
見
付
か
ら
な
い
」
と
い
う
理
由
で
供
与
期
間
の

延
長
を
希
望
す
る
世
帯
が
多
い
が
、
延
長
後
も
自
主
的
に
部
件
を
探
す
動
き
が
鈍
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
「
家
賃
負
担
な
し
」
か
ら
「
全
額
負
担
」
に
な
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
大
き
い
こ
と

が
想
定
で
き
る
。

段
階
的
に
自
己
負
担
を
増
や
す
方
が
、
再
建
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
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③
三
者
契
約
に
よ
る
行
政
の
責
任
、

業
務
負
担
が
大
き
い

行
政
が
借
主
の
三
者
契
約
（
保
証
人
無
し
）

契
約
上
、
入
居
者
が
行
う
べ
き
義
務
や
、
善
管
注
意
義
務
を
定
義
し
て
い
て
も
、

問
題
が
あ
っ
た
場
合
の
責
任
は
、
最
終
的
に
行
政
が
負
う
こ
と
に
な
る

・
入
居
者
が
供
与
期
間
満
了
後
も
居
座
る
・
入
居
者
が
私
財
を
置
い
た
ま
ま
行
方
不
明

・
入
居
者
が
孤
独
死
し
、
私
財
を
相
続
人
が
相
続
放
棄

・
入
居
者
が
孤
独
死
し
た
が
、
貸
主
の
同
意
を
得
ず
猫
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
損
害

・
入
居
者
が
共
用
部
等
に
荷
物
を
放
置
し
処
理
し
な
い

・
入
居
者
が
近
隣
住
民
へ
嫌
が
ら
せ
等
を
行
う

・
支
払
い
能
力
が
無
い
入
居
者
の
故
意
・
過
失
に
よ
る
損
害

◇
具
体
的
事
例

様
々
な
点
で
「
借
主
で
あ
る
行
政
」
に
対
応
・
責
任
を
求
め
ら
れ
る

契
約
事
務
・
管
理
の
面
で
行
政
の
負
担
が
大
き
い

借
上
型
応
急
仮
設
住
宅
の
契
約
前
に
、
二
者
契
約
を
締
結
し
て
い
た
ケ
ー
ス
は
、

そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
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課
題
へ
の
対
応

三
者
契
約

基
準
家
賃

以
内

二
者
契
約

家
賃
は

行
政
負
担

行
政
負
担

三
者
契
約

基
準
家
賃

超
過

二
者
契
約

行
政
負
担

現
行

提
案

超
過
分
も
自
己
負
担

二
者
契
約

二
者
契
約

○
原
則
と
し
て
入
居
者
が
家
賃
を
一
部
負
担
す
る
制
度
へ

○
三
者
契
約
に
よ
る
転
貸
形
式
の
見
直
し

対
象
住
戸
増

二 者 契 約 で あ れ ば 、

状 況 （ 収 入 ・ 供 与 期 間 延 長 等 ） に 応 じ て

自 己 負 担 を 段 階 的 に 増 加 す る こ と も 可 能

二
者
契
約
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
で
、
「
行
政
の
責
任
・
負
担
軽
減
」
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、

「
段
階
的
な
入
居
者
負
担
増
」
も
可
能
に
な
り
、
自
主
的
な
再
建
に
つ
な
が
り
易
く
な
る
。

家
賃
負
担
が
難
し
い
場
合
は

自
主
的
に
別
物
件
へ
移
転
が
進
む

原
則
不
可

状
況
に
よ
り

自
己
負
担
増

行
政
負
担
分

状
況
に
よ
り

自
己
負
担
増

行
政
負
担
分

収
入
に
よ
っ
て
は

自
己
負
担
発
生
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災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
制
度
の
見
直
し

青
森
県
八
戸
市
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八
戸
市
に
お
け
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
状
況

l
債
権
管
理
に
お
け
る
事
務
負
担

•
八
戸
市
は
自
己
破
産
し
た
者
に
対
し
て
も
災
害
援
護
資
金
貸
付
金
に
係
る
債
権
管
理
を
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
破
産
し
た
者
に
対
し
て
は
支
払
請
求
が
で
き
ず
、
返
済
、
猶
予
申
請
の
い
ず

れ
も
本
人
の
任
意
性
を
尊
重
し
た
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
行
政
事
務
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

＜
八
戸
市
の
債
権
管
理
事
務
＞

•
借
受
人
に
対
し
て
は
、
据
置
期
間
が
終
了
す
る
前
に
、
償
還
予
定
を
記
載
し
た
通
知
と
償
還
１
回
目
の

納
入
通
知
書
を
送
付
す
る
。

•
据
置
期
間
内
に
自
己
破
産
し
た
者
に
対
し
て
は
「
任
意
に
償
還
す
る
意
思
が
あ
る
か
」
確
認
を
行
い
、

な
い
場
合
は
猶
予
申
請
に
つ
い
て
の
案
内
を
し
て
い
る
。

l
東
日
本
大
震
災
で
の
被
災
者
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金

•
八
戸
市
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
を
実
施
し
て
お
り
、
当
該
貸
付
金
は
、

平
成

29
年
７
月

14
日
よ
り
順
次
償
還
期
間
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
貸
付
け
を
受
け
た
者
の
一
人
は

平
成

27
年
２
月
に
自
己
破
産
に
よ
る
免
責
許
可
決
定
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
、
東
日
本
大
震
災
の
特
例

ル
ー
ル
に
従
っ
て
保
証
人
も
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
災
害
援
護
資
金
の
八
戸
市
へ
の

返
済
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

件
数

金
額

八
戸
市
の
災
害
援
護
資
金
貸
付
け
件
数
・
金
額

42
件

9,
28

0万
円

貸
付
金
の
う
ち
、
破
産
し
た
件
数
・
金
額

１
件

25
0万
円
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災
害
援
護
資
金
貸
付
時
の
制
度
の
課
題
等

l
保
証
人
の
形
骸
化

•
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
当
た
り
、
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

貸
付
け
を
受
け
る
も
の
が
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
自
体
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
保
証
人
が
形
骸
化
し
て
お
り
債
権
管
理
上
十
分
に
機
能
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。

⇒
 保

証
人

規
定

に
代

え
て

、
保

証
会

社
の

保
証

を
活

用
す

る
制

度
に

で
き

な
い

か
。

＜
民
間
の
債
務
保
証
会
社
の
債
務
保
証
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
事
例
（
中
野
区
）
＞

•
民
間
賃
貸
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
際
に
必
要
と
な
る
保
証
人
に
つ
い
て
、

債
務
保
証
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
証
人
が
い
な
い
方
で
も

賃
貸
借
契
約
が
行
え
る
よ
う
に
し
て
お
り
、
中
野
区
で
は
一
定
の
要
件
を

満
た
す
者
に
、
保
証
料
の
一
部
を
助
成
し
て
い
る
。

•
保
証
料
の
負
担
に
は
、
一
括
前
払
い
型
と
金
利
上
乗
せ
型
が
あ
り
、

第
８
次
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
市
区
町
村
が
条
例
に
よ
り
利
率
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
金
利
上
乗
せ
型
の
活
用
も
可
能

と
な
っ
て
い
る
。
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災
害
援
護
資
金
貸
付
時
の
制
度
の
課
題
等

l
返
済
能
力
を
超
え
た
貸
付
け
の
お
そ
れ

•
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
の
事
務
は
、
法

律
を
根
拠
と
す
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

貸
付
け
後
の
数
年
間
で
自
己
破
産
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
者
へ
の
貸
付
け
を
回
避
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
被
災
者
か
ら

現
行
の
災
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
上
限
額
ま
で
の
貸
出
し
を

求
め
ら
れ
れ
ば
、
八
戸
市
は
貸
付
け
に
応

じ
る
こ
と
に
な
る
。

⇒
返

済
能

力
に

応
じ

た
貸

付
け

と
な

る
よ

う
に

、
所

得
等

に
応

じ
た

限
度

額
を

設
け

ら
れ

な
い

か
。

＜
年
収
の
一
定
範
囲
を
超
え
る
新
規
貸
付
け
を
抑
制
す
る

取
り
組
み
事
例
（
貸
金
業
法
の
場
合
）
＞
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l
制
度
見
直
し
の
実
現
に
よ
る
効
果

•
保
証
人
を
立
て
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
で
、
貸
付
け
の
要
件
を
満
た
す
被
災
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も

貸
付
金
を
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

•
返
済
能
力
に
応
じ
た
貸
付
金
の
貸
付
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
被
災
者
は
返
済
計
画
が
立
て
や
す
く

な
り
、
円
滑
な
生
活
再
建
に
資
す
る
。

提
案
が
実
現
し
た
ら
・
・
・
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「
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
制
度
の
見
直
し
」

に
つ
い
て

平
成
3
0
年
7
月
1
1
日

熊
本
市

平
成
3
0
年
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集
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Ⅰ
.災
害
援
護
資
金
貸
付
制
度

対
象
者

災
害
に
よ
り
一
定
の
被
害
を
受
け
た
世
帯
主

（
所
得
制
限
ア
リ
）

利
率

年
利
3
％
※
Ｈ
2
9
提
案
募
集
で
任
意
設
定
が
可
能
に

償
還
期
間

1
0
年

償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
又
は
半
年
賦
償
還

根
拠
法
令

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
、
同
施
行
令

災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
た
災
害
（
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
災
害
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
対
し
、

生
活
の
立
て
直
し
に
資
す
る
た
め
、
災
害
援
護
資
金
の
貸

付
を
行
う
制
度
。

【
概
要
】
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Ⅱ
.熊
本
地
震
に
伴
う
貸
付
実
績

貸
付
金
額

件
数

貸
付
総
額

～
1
5
0
万
円

2
5
0
件

2
8
8
,8
0
3
,7
4
0
円

1
5
0
万
円

～
2
5
0
万
円

2
8
1
件

5
5
6
,2
6
0
,0
0
0
円

2
5
0
万
円

～
3
5
0
万
円

2
8
件

9
7
,5
0
0
,0
0
0
円

計
5
5
9
件

9
4
2
,5
6
3
,7
4
0
円

～
1
5
0
万
円

4
5
%

1
5
0
万
円

～
2
5
0
万
円

5
0
%

2
5
0
万
円

～
3
5
0
万
円

5
%

件
数
内
訳

①
貸
付
件
数
と
総
額
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Ⅱ
.熊
本
地
震
に
伴
う
貸
付
実
績

～
2
0
0
万
円

7
1
%

2
0
0
万
円

～
5
0
0
万
円

2
6
%

5
0
0
万
円
～

3
%

件
数
内
訳

②
対
象
者
の
所
得
額

所
得
額

件
数

貸
付
総
額

～
2
0
0
万
円

3
9
5
件

6
4
9
,7
7
8
,7
4
0
円

2
0
0
万
円

～
5
0
0
万
円

1
4
9
件

2
6
1
,2
8
5
,0
0
0
円

5
0
0
万
円
～

1
5
件

3
1
,5
0
0
,0
0
0
円

計
5
5
9
件

9
4
2
,5
6
3
,7
4
0
円
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Ⅲ
.貸
付
相
談
時
の
主
な
意
見

・
年
利
（
3
％
）
が
高
す
ぎ
る
。

→
民
間
の
金
融
機
関
で
借
入
が
で
き
た
た
め
、
申
請
を
取

り
下
げ
た
い
と
い
っ
た
相
談
も
。

・
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
。

→
申
請
を
断
念
し
た
例
も
。

・
上
限
額
以
上
の
貸
付
を
受
け
た
い
。

・
据
置
期
間
を
延
長
し
て
ほ
し
い
。

・
月
賦
で
償
還
し
た
い
。

→
滞
納
分
で
あ
れ
ば
、
分
納
誓
約
で
対
応
。
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Ⅳ
.過
去
の
償
還
実
績

【
熊
本
地
震
以
外
】

所
得
額

件
数

現
在
、
償
還
期
間
中

2
件

償
還
期
間
内
に
完
済

3
7
2
件

償
還
期
間
を
過
ぎ
て
完
済

1
4
3
件

償
還
期
間
を
過
ぎ
て
い
る
が
、
現
在
も

償
還
中

3
2
件

償
還
期
間
を
過
ぎ
て
お
り
、
現
在
も
未

償
還

1
1
4
件

不
納
欠
損

4
件

計
6
6
7
件

現
在
、
償
還

期
間
中

0
.3
%

還
期
間
内
に

完
済

5
5
.8
%

償
還
期
間
を

過
ぎ
て
完
済

2
1
.4
%

償
還
期
間
を

過
ぎ
て
い
る

が
、
現
在
も

償
還
中

4
.8
%

償
還
期
間
を

過
ぎ
て
お

り
、
現
在
も

未
償
還

1
7
.1
%

不
納
欠
損

0
.6
%

件
数
内
訳

計
6
6
7
件

※
旧
富
合
町
、
旧
城
南
町
、
旧
植
木
町
を
除
く
。
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Ⅴ
.他
の
貸
付
制
度

制
度
名

償
還
方
法

災
害
援
護
資
金
貸
付

年
賦
償
還
又
は
半
年
賦
償
還

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付

年
賦
償
還
、
半
年
賦
償
還
又
は
月
賦
償
還

住
宅
改
修
資
金
貸
付

原
則
月
賦
償
還

高
齢
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付

月
賦
償
還

障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付

月
賦
償
還

⇒
他
の
貸
付
制
度
は
、
月
賦
償
還
を
選
択
可
能
。

（
※
）
現
在
は
制
度
廃
止
と
な
っ
て
お
り
、
債
権
回
収
業
務
の
み
が
残
っ
て
い
る
。

（
※
）
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Ⅵ
.熊
本
市
の
提
案

月
賦
償
還
の
採
用
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Ⅵ
.熊
本
市
の
提
案

◆
提
案
内
容
：
月
賦
償
還
の
採
用

【
効
果
】

・
よ
り
多
く
の
利
用
者
に
あ
っ
た
償
還
計
画
を
行
政
側
か
ら
積
極
的
に
提
供
し
、
償
還
率
の

向
上
を
図
る
。

・
毎
月
の
支
払
い
に
よ
り
、
利
用
者
の
償
還
意
識
が
高
ま
る
。

・
償
還
月
の
経
済
的
負
担
を
分
散
す
る
こ
と
で
、
計
画
的
な
生
活
再
建
の
障
害
と
な
る
こ
と

を
防
ぐ
。

・
分
納
誓
約
事
務
及
び
滞
納
事
務
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
懸
念
】

・
年
に
1
～
2
回
だ
っ
た
償
還
事
務
が
1
2
回
に
。

→
償
還
事
務
の
負
担
が
増
加
す
る
恐
れ
。

・
償
還
事
務
は
シ
ス
テ
ム
化
が
可
能
。

・
1
回
あ
た
り
の
償
還
額
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
口
座
振
替
払
が
有
効
な
手
段
と
な
り
、
償
還

率
の
さ
ら
な
る
向
上
が
期
待
で
き
る
。

し
か
し
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(参
考
)1
回
あ
た
り
の
償
還
額

貸
付
額

1
5
0
万
円

1
7
0
万
円

2
5
0
万
円

2
7
0
万
円

3
5
0
万
円

年
賦

2
4
.1
万
円
2
7
.3
万
円
4
0
.2
万
円

4
3
.4
万
円

5
6
.2
万
円

半
年
賦

1
2
万
円

1
3
.6
万
円

2
0
万
円

2
1
.6
万
円

2
8
万
円

【
参
考
】

月
賦

2
万
円

2
.3
万
円

3
.4
万
円

3
.6
万
円

4
.7
万
円

◆
償
還
方
法
別
で
比
較

⇒
償
還
月
に
は
最
低
で
も
1
2
万
円
の
支
出
が
発
生
し
、

経
済
的
に
大
き
な
負
担
と
な
る
。
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Ⅵ
.ま
と
め

◆
比
較
的
低
所
得
世
帯
を
対
象
に
し
た
本
制
度
で
、
年
賦
又
は
半
年

賦
償
還
で
は
1
回
あ
た
り
の
償
還
額
が
大
き
く
、
無
理
な
償
還
計

画
で
は
生
活
再
建
の
障
害
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

◆
他
の
制
度
で
は
月
賦
償
還
を
採
用
し
て
お
り
、
年
賦
又
は
半
年
賦

償
還
の
み
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
言
え
る
。

◆
現
行
に
追
加
し
て
月
賦
償
還
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
償
還
率
の
向

上
が
見
込
め
る
。

141


	teianbukai77sanko-shiryou01_11
	資料のみ結合
	31_地方公共団体が実施する災害時飛行を目的とする無人航空機の飛行訓練時の規制の見直し
	地方分権改革に関する提案(ヒアリング資料)ｖ3
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9


	32_災害救助法に基づく借上型仮設住宅の供与に関する見直し
	ヒアリング項目：�「借上型仮設住宅の家賃を、原則として入居者が一部負担する制度へ見直し」
	応急仮設住宅とは
	熊本地震における『借上型』の課題
	スライド番号 4
	①借上型応急仮設住宅として�　　　　　　　　扱える住戸の枯渇�
	②入居者の自主的な再建が進まない
	③三者契約による行政の責任、�　　　　　　　　業務負担が大きい
	スライド番号 8

	33_災害援護資金の貸付制度の見直し
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	【熊本市】災害援護資金の貸付制度の見直し
	「災害援護資金の貸付制度の見直し」�　　　　　　　　　　　　　について
	　　　Ⅰ.災害援護資金貸付制度




	teianbukai77sanko-shiryou01_12
	資料のみ結合
	33_災害援護資金の貸付制度の見直し
	【熊本市】災害援護資金の貸付制度の見直し
	　　　Ⅱ.熊本地震に伴う貸付実績
	　　　Ⅱ.熊本地震に伴う貸付実績
	　　　Ⅲ.貸付相談時の主な意見
	　　　Ⅳ.過去の償還実績
	　　　Ⅴ.他の貸付制度
	　　　Ⅵ.熊本市の提案
	　　　Ⅵ.熊本市の提案
	　　　(参考)1回あたりの償還額
	　　　Ⅵ.まとめ







